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文化財の把

握・収集

① 調査・研究
所在把握調査の継続

未指定文化財の把握
継続 　 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

市内に存在する文化財のうち、把握調査が不足している美術工芸品や民俗文化財等について把握調査を行う。また、把握

調査から一定の期間が経過した文化財（建造物、埋蔵文化財等）は再調査を行う。

学術調査の実施
文化財の詳細調査

継続 　 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○
未指定文化財のうち詳細な調査を要するものについて、計画的に調査を行う。

特定テーマ・地域による総合調査 新規 ○ ◎ ○ ◎ ■ ○ ○ ○ 石岡の歴史文化の特徴に関する特定テーマ・地域を設定し、専門家の協力を得て総合調査を行う。

ジオパーク学術研究
筑波山地域ジオパーク学術部門の活動

継続 ○ ◎ ◎ ◎ ■ ■ ■ ○
筑波山地域ジオパーク推進協議会教育・学術部会において、ジオサイトの把握や選定等の調査を行う。

② 収集 資料の収集・記録化 資料の収集・整理 継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 本市の歴史文化に関する資料等を収集、整理し、目録や報告書等を作成し、データベースを構築する。

鹿の子遺跡・漆紙文書の整理・調査 新規 ★ ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 鹿の子遺跡出土の漆紙文書について、整理・調査を行う。

学校所在資料の保護 新規 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 学校所在資料について把握を進め、資料の保護を行う。

民間所在資料の保護と支援 継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 民間所在資料について把握を進め、資料の保護に対し技術的支援を行う。

他機関所在資料の把握 新規 ○ ◎ ○ ○ 　 ■ ■ ○ 大学等、県外の他機関等所在資料の把握を行う。

未報告資料の報告書作成 継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○ 未報告の発掘調査資料について、整理・報告書作成を行う。

収蔵しきれない資料がある 2 保護の推進 ③ 保存・管理 資料管理の充実 文化財収蔵施設の拡充・整備 新規 ★ △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 文化財管理センター・ふるさと歴史館の再配置等を進め、文化財収蔵施設の拡充・整備を行う。

文化財保存環境の整備 新規 ★ △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 施設の改修等を行い、文化財に適した保存環境を整備する。

保存措置の充実 修復・保存処理の実施 継続 △ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ 文書の燻蒸や出土鉄製品の保存処理を行う。

経常的な文化財管理の充実 文化財カルテの整備 新規 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ○ 文化財の修理履歴等の整理・集約を行い、文化財カルテを作成する。

文化財パトロールの実施 継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○ 埋蔵文化財指導員・文化財保護指導委員による定期的な文化財パトロールを行う。

文化財管理の支援 継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○ 文化財所有者・管理者に対し、管理にあたっての助言・情報提供等を行う。

建造物の管理 市所有指定建造物の修理 継続 △ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○ 市所有の文化財指定建造物の修理を行う。

建造物保存活用計画の策定 新規 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ○ ○ 文化財指定建造物の保存活用計画の策定を行う。

史跡の保全 史跡の管理 継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○ 史跡の管理（見廻り看視・除草清掃等）を行う。

史跡保存活用計画の策定 継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○ 史跡の保存活用計画の策定を進める。

史跡の公有地化 継続 ★ ○ ◎ △ △ ■ ■ ■ ○ ○ 史跡の指定地内の土地について、計画的に公有地化を進める。

無形の民俗文化財の記録
無形の民俗文化財の映像記録作成等

継続 ○ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○
無形の民俗文化財の映像等による記録を計画的に作成する。

新規文化財指定の検討 新指定文化財検討・調査・指定推進 継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 未指定文化財のうち特に重要なものについて、文化財指定に向けた検討・調査を行い、指定を推進する。

国登録文化財検討・調査・登録推進 継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 未指定文化財のうち特に重要なものについて、文化財登録に向けた検討・調査を行い、登録を推進する。

新制度の創設 市登録文化財制度の検討 新規 ○ ◎ ○ △ ■ ○ 市登録文化財制度の創設について検討を行う。

④ 防災・防犯 危機管理対策の実施（地震） 液状化発生範囲に位置する文化財の特定 新規 ○ ◎ △ ○ ■ ■ ■ ○ 液状化の発生が予測される範囲に位置する文化財を特定する。

地震火災に利用できる水利の確保 新規 ○ ◎ △ ○ ■ ■ ○ 地震により上下水道が使用できなくなった場合でも、地震火災に利用することが可能な水利を確保する。

過去に発生した災害情報の共有 継続 ◎ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 過去に発生した地震の詳細とその対応策を広く共有することで二次災害の予防や被害抑制に役立てる。

市街地の文化財とその周辺地域の防災 新規 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ○
歴史的建造物が多く所在する市街地の延焼対策や耐震対策を図る。

延焼範囲の把握と耐震対策 新規 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ○ 木造建造物が密集する延焼の危険性が高い地域の現状を把握し、対策を図る。

自主防災組織の結成 継続 ◎ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 自主防災組織の組織づくりを働きかけ、災害時に速やかに対応が行えるように、訓練等を実施する。

河川沿いに位置する文化財への対応 新規 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○
風水害発生時に被災する可能性がある文化財の特定とその対応策を定める。

防災施設の整備 継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○
河道整備や砂防堰堤等、防災のための施設を整備する。

危機管理対策の実施（火災） 防火対策の実施 継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 文化財とその周辺の可燃物整理及び管理を行う。

消火時の必要水量の確保 新規 ○ ◎ △ ○ ■ ■ ○ 火災時に迅速に消火するため、必要な水量を確保できる防火水槽や可搬式ポンプ等の施設を整備する。

消火設備の充実 継続 ◎ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○ 出火を早期発見する自動火災報知設備や初期消火に用いる設備の設置を図る。

危機管理対策の実施（防犯） 文化財の防犯体制の構築 新規 ◎ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○
文化財所有者・管理者、市民、行政が協働して防犯に取り組む体制を構築する。

防犯設備の充実 新規 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○
防犯設備設置に係る負担を軽減するため、設置費用の補助を検討する。

⑤ 保護指導 埋蔵文化財の保護保存 市内遺跡調査 継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○ 開発等に伴う遺跡の試掘調査を行う。

遺跡地図の更新 継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 周知の埋蔵文化財包蔵地の見直し・更新を随時行う。

措置の内容

危機管理対策の充実

事業期間 財源

法律に基づく埋蔵文化財の保

護指導

区分

新指定の検討・文化財制度の

見直し

歴史文化の特徴への理解を深

めるための総合的な調査・研

究の実施

筑波山地域ジオパークの理解

を深める研究の実施

計画的な資料の収集の実施

収蔵施設における資料管理の

充実

文化財管理の充実

文化財の計画的な保全・修理

危機管理対策の実施（風水

害）

石岡市総合計

画基本構想

（R4～R13）

事業主体

将来像「誰もが輝く未来へ　共に創る石岡市」

輝く「魅力向上」分野　政策目標「歴史・観光―悠久の歴史と優れた観光資源を活かすまち―」

　基本施策１「歴史・文化財の保存活用」：市や関係機関、団体が一体となり、歴史・文化財が適切に保存されている環境が整うことで、観光・教育等に歴史・文化財が十分に活用され、市の魅力が向上する

　基本施策２「景観の保全と価値向上」：本市が有する歴史・文化・自然それぞれの優れた景観資源を活かしながら魅力ある都市景観が形成される

石岡市文化財保存活用地域計画（R5～R14）

課題

将

来

像

方針 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存・活用に関する措置　　　　　　　　　　※◎：実施の主体となる　○：協働で取り組む　△：状況により協力する

具体的な課題 基本方針 方針 措置のカテゴリー 事業目的 事業内容 措置

重要な文化財でも文化財指定等がされ

ていないものがある

石岡市の歴史文化の特徴を探求するた

めの総合的な調査が不足している

変容の危機にあるものや継承が困難な

民俗文化財がある

市内の文化財や収蔵資料の保存・管理

が不十分である

保存活用計画が未策定の史跡がある

「

悠

久

の

歴

史

文

化

を

共

に

守

り

、

伝

え

、

輝

く

ま

ち

　

い

し

お

か

」

地震がもたらす二次被害に巻き込まれ

る恐れがある

液状化予測範囲に文化財が所在する

歴史的建造物が多く所在する市街地で

の被害が予測される

延焼対策・耐震補強が必要

土砂災害によって孤立する恐れのある

文化財がある

浸水被害を受ける可能性のある文化財

がある

土砂災害に巻き込まれる恐れのある文

化財がある

延焼に巻き込まれる恐れがある文化財

がある

防火地域及び準防火地域に位置する文

化財がある

所有者・管理者に管理が一任されてい

る

防犯対策が防犯灯を設置する自治会へ

の補助交付のみ

1

石岡の歴史

文化を守

り、価値を

高め、未来

に受け継ぐ

開発により破壊される恐れのある遺跡

がある

文化財の内容が十分明らかにできてい

ない

把握できていない文化財がある

把握・整理できていない資料がある
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⑥ 景観の調査 歴史的景観の調査 継続 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ 歴史的建造物の実測調査や活用に関する調査・研究を行う。

里山景観の調査 継続 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ 茅葺き民家の保全・活用策の検討や里山景観保全に関する調査・研究を行う。

歴史文化資源の再発見 地域独自の歴史文化の再発見
新規 ◎ ◎ ○ ○ ■ ■ ○

石岡市の特徴ある歴史文化を再発見するための市民参加型のワークショップや調査等を行う。

⑦ 展示・公開・

講座開催 展示活動の充実

常設展示施設の拡充

新規 ★ △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

ふるさと歴史館・常陸風土記の丘等の再配置を進め、常設展示施設の拡充を行う。

ふるさと歴史館・常陸風土記の丘の特別

展・企画展の開催
継続 △ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○

ふるさと歴史館・常陸風土記の丘等で特別展・企画展を開催する。

学習活動の充実 文化財調査報告会の開催 継続 ○ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ 文化財についての調査研究成果の報告会を開催する。

体験学習講座の開催 新規 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 歴史文化を題材とした体験学習講座を開催する。

市民学芸員制度の検討 新規 ○ ◎ ○ △ ■ ○ 市民学芸員制度の創設について検討を行う。

刊行物の刊行 冊子等の刊行 継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 歴史文化に関する冊子を刊行し、調査研究成果を公開する。

市史編さんの推進
新規 ○ ◎ ○ ○ ■ ○

歴史文化に関する調査成果を総合的に整理、研究する。

⑧ 情報発信 収蔵資料の情報発信 重要資料公開の推進 継続 △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 指定文化財等の重要資料について実資料もしくはインターネットでの公開を推進する。

市報・HP・SNSでの発信 継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 歴史文化について市報・HP・SNSで発信を進める。

収蔵資料のオンライン公開 新規 △ ◎ ○ ○ ■ ■ ○ 収蔵資料についてインターネットでの公開を進める。

刊行物のオンライン公開 継続 △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 歴史文化に関する刊行物についてインターネットで公開する。

市内おまつりの情報・動画の発信 継続 △ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○ ○ 市内のおまつりの情報・動画についてHP等で発信・公開する。

文化財映像・動画の発信 継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ ○ 文化財映像・動画についてHP等で発信・公開する。

フィルムコミッションの推進 継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ 市内の文化財を活かしたフィルムコミッションを推進する。

「石岡の地酒」の振興 継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ 伝統産業である「石岡の地酒」の振興を行う。

「石岡セレクト」の認証・PR 継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ 特産物や伝統工芸品のなかで特に優れたものを「石岡セレクト」として認証し、PRを行う。

石岡に残る伝統産業・技術の発掘と発信 新規 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ○ 伝統産業や技術の把握調査を行い、発信する。

2 「もてな

し」の強化

⑨ 対応力強化 観光客への対応力の向上 歴史ボランティアの会・八郷すてき旅案内

人の会との連携・支援
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

歴史文化を伝えるガイド団体に対し、情報提供や研修等の支援を行う。

⑩ 整備・活用 文化財の整備 文化財の整備 文化財説明板の整備 継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ 文化財の所在地に説明板や案内板を整備する。

見学者用便益施設の整備 継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ 舟塚山古墳や常陸国分尼寺跡等に見学者用のトイレや駐車場等の便益施設を整備する。

公有地化した史跡の整備・活用 新規 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ ○ 舟塚山古墳や常陸国分寺跡等の公有地化した史跡の整備や活用を行う。

周遊コースの整備と連動した観光プランの

拡充
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

周遊コースを整備し、それと連動した観光プランを設定・拡充する。

新しい整備・活用の提案 史跡のVR・AR等の検討 継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○ VR・AR等、最新技術による史跡の活用方法を検討する。

文化財を活用したユニークべニューの推進
継続 ◎ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○

ユニークべニューとしての活用の検討・推進や、情報提供を行う。

⑪ 景観との整合 歴史的建造物の活用 歴史的建造物の活用 継続 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○ 歴史的建造物の保存を図り、見学や使用が可能な施設として活用する。

景観計画と連動した整備・

保全、美観向上

住民参加型まちづくりファンド支援事業
継続 ★ ◎ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

歴史的建造物の修理および非歴史的建造物の歴史的建造物と調和した修景へ補助を行う。

⑫ 広域連携 広域連携 広域連携の推進 筑波山地域ジオパーク活動を基礎とする広

域連携
継続 ○ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○

筑波山地域ジオパーク活動を基礎とし、関係自治体と広域連携し、シンポジウムの開催や周遊コースの作成を行う。

恋瀬川サイクリングコース・つくば霞ヶ浦

りんりんロード沿線を結ぶ広域連携
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

恋瀬川サイクリングコース・つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線自治体と歴史文化をつなぐ連携を行う。

歴史文化資源を生かすための周辺・関係市

町村などとの連携
新規 ○ ◎ ○ ○ ■ ○

歴史文化でつながる県内外の自治体と連携し、シンポジウムの開催や周遊コースの作成を行う。

3 文化財の整

備と活用

情報公開・発信の推進

石岡の特徴ある歴史文化資源

の活用検討

文化財の再発

見

ボランティアガイドの高齢化等によ

り、観光客への対応が不十分

利用されていない歴史的建造物がある

周辺環境と整合していない看板や建物

がある

交流人口増加に向けた広域連携の取組

が不十分

市史・町史編さん以降、最新の調査成

果が総合的に整理されていない

石岡市の文化財の認知度が不十分

3

4

石岡の歴史

文化を活か

し、魅力あ

ふれた地域

づくり

整備されていない史跡が多くある

文化財の案内板や説明板の老朽化が進

んでいる

ブランド力強化

ふるさと歴史館・農村資料

室・常陸風土記の丘における

活動の充実

石岡市の歴史の継承

地域の魅力向

上

伝統産業・特産物のPR

建造物などの

計画的な整備

と活用

観光・産業・

商業振興

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存・活用に関する措置　　　　　　　　　　※◎：実施の主体となる　○：協働で取り組む　△：状況により協力する

事業期間 財源

措置の内容措置のカテゴリー 事業目的

広域連携・

活用の推進

4

2

「

悠

久

の

歴

史

文

化

を

共

に

守

り

、

伝

え

、

輝

く

ま

ち

　

い

し

お

か

」

1

石岡の歴史

文化を守

り、価値を

高め、未来

に受け継ぐ

収蔵資料の公開等の情報発信を更に進

め、価値の共有化を図る必要がある

現有資産の

磨き上げ

石岡の優れた景観を伝えきれていない

情報発信・

価値の共有

化

課題

将

来

像

方針

具体的な課題 基本方針 方針

1

魅力や価値を十分に伝えきれていない

文化財がある

中心となる規模の展示施設がない

優れた歴史文化があるがブランド力が

弱い

事業内容 措置

区分 事業主体

展示・公開

活動の展開



新

規

・

継

続

重

点

事

業

市

民

行

政

企

業

・

団

体

教

育

研

究

機

関

前

期

（

3

年

）

中

期

（

7

年

）

後

期

（

1

0

年

）

市

費

国

・

県

補

助

団

体

等

費

そ

の

他

⑬ 教育普及 ふるさと学習の充実 学校教育との連携 ふるさと学習の充実 継続 ★ ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 小中学校において地域の歴史文化について学ぶふるさと学習の充実を図る。

校外学習との連携 継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ 小中学校における地域の歴史文化を学ぶ校外学習との連携を図る。

生涯学習との連携 まちづくり出前講座の実施 継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ 市民グループが行う歴史講座等に講師の派遣を行う。

公民館講座との連携 継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ 歴史文化を学ぶ公民館講座に講師の派遣を行う。

⑭ 意識醸成 文化財保護意識の高揚 文化財保護活動の推進 文化財曝涼・公開の開催 新規 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ○ 文化財公開曝涼等の文化財を公開する事業の開催・支援を行う。

文化財をテーマとした写真・絵画等コン

クールの実施
新規 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

文化財をテーマとした写真や絵画等のコンクールの開催・支援を行う。

文化財愛護団体への活動支援 継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○ 文化財愛護団体へ情報提供や研修会開催等の支援を行う。

文化財の継承への助力 文化財防火デー防火訓練 継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ 火災発生時に速やかな対応が行えるように、所有者、地域、関係機関が連携した訓練や情報提供を行う。

⑮ 継承 文化財修理（所有者・管理者）への補助 継続 ◎ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ ○ 指定文化財の修理に対し、補助を行う。

茅葺き職人の育成 継続 △ ○ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○ 茅葺き職人や技術の継承、保全に関するコーディネート人材の育成を行う。

茅葺き屋根の診断・修繕 継続 △ ○ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ 茅葺き屋根の診断・修繕計画の策定、修繕を行う。

茅場の維持・拡充 継続 ○ ○ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ○ 茅場の維持・拡充に関する調査・研究や取組に対し、支援を行う。

文化財管理者支援制度の検討 新規 △ ◎ ○ △ ■ ○ 文化財の保存・活用に対する支援制度の創設について検討する。

文化財活用バンク制度の検討 新規 △ ◎ ○ △ ■ ○ 文化財所有者・管理者と利用したい団体等とをつなぐバンク制度について検討する。

民俗芸能や祭礼伝承者、保護団体への支援 継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ 無形の民俗文化財の保護団体等が行う公開および保存継承事業に対して支援を行う。

無形の民俗文化財の映像記録（後継者育成

編）の作成
継続 ★ ○ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○

無形の民俗文化財の後継者育成用の映像記録を計画的に作成する。

市民団体との連携 個別文化財の保存・活用に

関わる市民団体との連携

史跡の保存団体との連携
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

史跡の保存団体と連携して、史跡の維持管理活動を行う。

無形の民俗文化財の保護団体との連携 継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○ 無形の民俗文化財の保護団体と連携して、無形の民俗文化財の保存継承活動を行う。

連携・協力団体の育成 新規 ◎ ◎ ○ ○ ■ ■ ○ 文化財の活用や地域づくりを担う人材育成の研修やアドバイザーの派遣を行い、団体育成を行う。

文化芸術団体の支援 文化協会・アート協会事業への支援 継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○ 歴史文化に関係する文化芸術活動を行う団体に対し、支援を行う。

民間団体等との連携 専門技術者との連携 ヘリテージマネージャーとの連携 新規 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ○ 歴史的建造物の発見・調査・活用等について、ヘリテージマネージャーと連携する。

民間企業連携 民間財団等の支援事業の活用 継続 ◎ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ 民間財団等の支援事業の情報を収集し、活用・情報提供を行う。

地元企業との連携 新規 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ○ 歴史文化に関する事業について、地元企業と連携する。

文化財管理の基盤強化 資金確保 国県等の各種補助金・交付金等の活用 継続 △ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ ○ 国県等の補助金の情報を収集し、活用、情報提供を行う。

ノベルティグッズ等の企画・販売 継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ 歴史文化を活かしたノベルティグッズ等を企画販売し、普及啓発と合わせ独自財源を確保する。

クラウドファンディングの検討 新規 ○ ◎ ○ △ ■ ○ クラウドファンディングの活用について情報を収集し、検討・情報提供を行う。

⑯ 組織 組織・体制の強化 組織・体制の整備・強化 文化財専門職員の拡充
継続 △ ◎ △ △ ■ ■ ■ ○

文化財の保存・活用を担う専門職員の計画的な雇用、拡充を図る。

文化財保護審議会の開催 継続 △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 文化財保護審議会を定例的に開催し、文化財の指定や保存・活用に関する事項の審議を行う。

文化財保存活用地域計画協議会の運営 継続 △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ 地域計画の進行管理を行う協議会の運営を行う。

関係者が情報共有を行う場の設置 新規 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ○ 文化財の保存・活用に関わる関係者間の情報共有を行う場の設置を行う。

横断的な庁内組織の構築 新規 △ ◎ △ △ ■ ■ ■ ○ 歴史文化に関係する部署を横断する庁内組織を構築する。

所有者・管理者・継承者・伝

承者の育成、負担軽減

「

悠

久

の

歴

史

文

化

を

共

に

守

り

、

伝

え

、

輝

く

ま

ち

　

い

し

お

か

」

石岡の歴史

文化の保

存・活用を

支える仕組

みづくり

3

組織・体制

の強化

3

文化財を保存・活用するための資金が

不足している

文化財を保護する心を育てる必要があ

る

学校教育や生涯学習との連携を強化す

る必要がある

1 文化財の担

い手づくり

2 活動の基盤

強化

文化財所有者や管理者等の負担が大き

く、後継者も不足している

民間団体等との連携が不十分

専門職員が少なく、専門分野や年齢構

成にも偏りがある

庁内や関係者間の情報共有や連携が不

十分

課題

将

来

像

方針 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存・活用に関する措置　　　　　　　　　　※◎：実施の主体となる　○：協働で取り組む　△：状況により協力する

具体的な課題 基本方針 方針 措置のカテゴリー 事業目的 事業内容 措置

区分 事業主体 事業期間 財源

措置の内容
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（
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（
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①古代常陸国の成立と繁栄

調査・研究 学術調査の実施 文化財の詳細調査

継続 　 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○

舟塚山古墳群や外城遺跡等、詳細調査が必要な遺跡について、計画的に調査を行う。

収集 資料の収集・記録化 鹿の子遺跡・漆紙文書の整理・調査
新規 ★ ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

鹿の子遺跡出土の漆紙文書について、整理・調査を行う。

未報告資料の報告書作成
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

未報告の発掘調査資料について、整理・報告書作成を行う。

保存・管理 資料管理の充実 文化財収蔵施設の拡充・整備
新規 ★ △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

文化財管理センター・ふるさと歴史館の再配置等を進め、文化財収蔵施設の拡充・整備を行う。

文化財保存環境の整備
新規 ★ △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

施設の改修等を行い、文化財に適した保存環境を整備する。

史跡の保全 史跡保存活用計画の策定
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

史跡（舟塚山古墳・瓦塚窯跡等）の保存活用計画の策定を進める。

史跡の公有地化
継続 ★ ○ ◎ △ △ ■ ■ ■ ○ ○

史跡（舟塚山古墳・常陸国分寺跡等）の指定地内の土地について、計画的に公有地化を進める。

新規文化財指定の検討 新指定文化財検討・調査・指定推進
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

詳細調査を行った遺跡について、文化財指定に向けた検討・調査を行い、指定を推進する。

中心となる規模の展示施設がない 展示・公開・

講座開催

展示活動の充実 常設展示施設の拡充
新規 ★ △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

ふるさと歴史館・常陸風土記の丘等の再配置を進め、常設展示施設の拡充を行う。

対応力強化 観光・産業・

商業振興

観光客への対応力の向上 歴史ボランティアの会・八郷すてき旅案内

人の会との連携・支援
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

歴史文化を伝えるガイド団体に対し、情報提供や研修等の支援を行う。

整備・活用 文化財の整備 文化財の整備 文化財説明板の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財の所在地に説明板や案内板を整備する。

見学者用便益施設の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

舟塚山古墳や常陸国分尼寺跡等に見学者用のトイレや駐車場等の便益施設を整備する。

公有地化した史跡の整備・活用
新規 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ ○

公有地化した史跡（舟塚山古墳・常陸国分寺跡・瓦塚窯跡等）の整備や活用を行う。

周遊コースの整備と連動した観光プランの

拡充
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財の周遊コースを整備し、それと連動した観光プランを設定・拡充する。

新しい整備・活用の提案 史跡のVR・AR等の検討
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

常陸国府跡におけるVR・AR等、最新技術による史跡の活用方法を検討する。

文化財を活用したユニークべニューの推進
継続 ◎ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○

常陸国分尼寺跡や舟塚山古墳のユニークべニューとしての活用の検討・推進や、情報提供を行

う。

措置の内容

事業期間

具体的な課題

詳細が明らかでない遺跡が多く存在し

ている

新指定の検討・文化財制度の

見直し

計画的な資料の収集の実施

詳細が明らかでない遺跡が多く存在し

ている

収蔵施設における資料管理の

充実

歴史文化の特徴への理解を深

めるための総合的な調査・研

究の実施

整理できていない発掘調査出土資料が

ある

収蔵施設が不足している

見学者用の便益施設の設置が不十分

活用や情報発信が十分に進んでいない

地域の魅力向

上

ふるさと歴史館・農村資料

室・常陸風土記の丘における

区分 事業主体 財源

事業目的 事業内容 措置
措置の

カテゴリー

整備されていない史跡が多い
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②中世の動乱

調査・研究 学術調査の実施 文化財の詳細調査

継続 　 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○

中世城館等、詳細調査が必要な遺跡について、計画的に調査を行う。

収集 資料の収集・記録化 民間所在資料の保護と支援
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

個人や地域で所蔵する民間所在資料について把握を進め、資料の保護に対し技術的支援を行う。

保存・管理 資料管理の充実 文化財収蔵施設の拡充・整備
新規 ★ △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

文化財管理センター・ふるさと歴史館の再配置等を進め、文化財収蔵施設の拡充・整備を行う。

文化財保存環境の整備
新規 ★ △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

施設の改修等を行い、文化財に適した保存環境を整備する。

新規文化財指定の検討 新指定文化財検討・調査・指定推進
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

詳細調査を行った遺跡について、文化財指定に向けた検討・調査を行い、指定を推進する。

中心となる規模の展示施設がない 展示・公開・

講座開催

展示活動の充実 常設展示施設の拡充
新規 ★ △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

ふるさと歴史館・常陸風土記の丘等の再配置を進め、常設展示施設の拡充を行う。

対応力強化 観光・産業・

商業振興

観光客への対応力の向上 歴史ボランティアの会・八郷すてき旅案内

人の会との連携・支援
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

歴史文化を伝えるガイド団体に対し、情報提供や研修等の支援を行う。

整備・活用 文化財の整備 文化財の整備 文化財説明板の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財の所在地に説明板や案内板を整備する。

見学者用便益施設の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財が集中する箇所に見学者用トイレや駐車場等の便益施設を整備する。

周遊コースの整備と連動した観光プランの

拡充
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財の周遊コースを整備し、それと連動した観光プランを設定・拡充する。

新しい整備・活用の提案 史跡のVR・AR等の検討
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

常陸国府跡におけるVR・AR等、最新技術による史跡の活用方法を検討する。

文化財を活用したユニークべニューの推進
継続 ◎ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○

常陸国総社宮等のユニークべニューとしての活用の推進や、情報提供を行う。

詳細が明らかでない遺跡が多く存在し

ている

収蔵施設が不足している 収蔵施設における資料管理の

充実

具体的な課題
措置の

カテゴリー
事業目的 事業内容 措置

事業主体 事業期間 財源

措置の内容

歴史文化の特徴への理解を深

めるための総合的な調査・研

究の実施

個人・地域所蔵資料で把握できていな

いものが多い

見学者用の便益施設の設置が不十分

活用や情報発信が十分に進んでいない

地域の魅力向

上

計画的な資料の収集の実施

新指定の検討・文化財制度の

見直し

ふるさと歴史館・農村資料

室・常陸風土記の丘における

詳細が明らかでない遺跡が多く存在し

ている

区分



新

規

・

継

続

重

点

事

業

市

民

行

政

企

業

・

団

体

教

育

研

究

機

関

前

期

（

3

年

）

中

期

（

7

年

）

後

期

（

1

0

年

）

市

費

国

・

県

補

助

団

体

等

費

そ

の

他

③水戸街道と高浜河岸が育てた府中宿

調査・研究 学術調査の実施 文化財の詳細調査

継続 　 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○

歴史的建造物等、詳細調査が必要な建造物等について、計画的に調査を行う。

収集 資料の収集・記録化 民間所在資料の保護と支援
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

個人や地域で所蔵する民間所在資料について把握を進め、資料の保護に対し技術的支援を行う。

保存・管理 資料管理の充実 文化財収蔵施設の拡充・整備
新規 ★ △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

文化財管理センター・ふるさと歴史館の再配置等を進め、文化財収蔵施設の拡充・整備を行う。

文化財保存環境の整備
新規 ★ △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

施設の改修等を行い、文化財に適した保存環境を整備する。

新規文化財指定の検討 新指定文化財検討・調査・指定推進
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

詳細調査を行った歴史的建造物等について、文化財指定に向けた検討・調査を行い、指定を推進

する。

歴史文化資源

の再発見

景観の調査 歴史的景観の調査
継続 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○

歴史的建造物の実測調査や活用に関する調査・研究を行う。

中心となる規模の展示施設がない 展示・公開・

講座開催

展示活動の充実 常設展示施設の拡充

新規 ★ △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

ふるさと歴史館・常陸風土記の丘等の再配置を進め、常設展示施設の拡充を行う。

対応力強化 観光・産業・

商業振興

観光客への対応力の向上 歴史ボランティアの会・八郷すてき旅案内

人の会との連携・支援
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

歴史文化を伝えるガイド団体に対し、情報提供や研修等の支援を行う。

整備・活用 文化財の整備 文化財の整備 文化財説明板の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財の所在地に説明板や案内板を整備する。

見学者用便益施設の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財が集中する箇所に見学者用トイレや駐車場等の便益施設を整備する。

周遊コースの整備と連動した観光プランの

拡充
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財の周遊コースを整備し、それと連動した観光プランを設定・拡充する。

新しい整備・活用の提案 文化財を活用したユニークべニューの推進
継続 ◎ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○

神社・寺院や歴史的建造物のユニークべニューとしての活用の検討・推進や、情報提供を行う。

景観との整合 文化財の活用 歴史的建造物の活用
継続 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○

丁子屋（まち蔵藍）等の歴史的建造物の保存を図り、見学や使用が可能な施設として活用する。

景観計画と連動した整備・

保全、美観向上

住民参加型まちづくりファンド支援事業
継続 ★ ◎ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

歴史的建造物の修理及び非歴史的建造物の歴史的建造物と調和した修景へ補助を行う。

ふるさと歴史館・農村資料

室・常陸風土記の丘における

活動の充実

見学者用の便益施設の設置が不十分

活用や情報発信が十分に進んでいない

歴史文化の特徴への理解を深

めるための総合的な調査・研

究の実施

詳細が明らかでない文化財が多く存在

している

建造物などの

計画的な整備

と活用

歴史的建造物が少しずつ失われている

歴史的建造物が少しずつ失われている 石岡の特徴ある歴史文化資源

の活用検討

地域の魅力向

上

個人・地域所蔵資料で把握できていな

いものが多い

計画的な資料の収集の実施

収蔵施設が不足している 収蔵施設における資料管理の

充実

詳細が明らかでない文化財が多く存在

している

新指定の検討・文化財制度の

見直し

措置の内容事業内容 措置

区分 事業主体

具体的な課題
措置の

カテゴリー
事業目的

事業期間 財源
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（
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年
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・

県
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そ
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他

④商都を伝えるレトロな町並み

調査・研究 学術調査の実施 文化財の詳細調査

継続 　 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○

歴史的建造物等、詳細調査が必要な建造物等について、計画的に調査を行う。

収集 資料の収集・記録化 民間所在資料の保護と支援
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

個人や地域で所蔵する民間所在資料について把握を進め、資料の保護に対し技術的支援を行う。

保存・管理 新規文化財指定の検討 新指定文化財検討・調査・指定推進
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

詳細調査を行った歴史的建造物等について、文化財指定や景観重要建造物指定に向けた検討・調

査を行い、指定を推進する。

文化財の再発

見

景観の調査 歴史的景観の調査
継続 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○

歴史的建造物の実測調査や活用に関する調査・研究を行う。

中心となる規模の展示施設がない 展示・公開・

講座開催

展示活動の充実 常設展示施設の拡充

新規 ★ △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

ふるさと歴史館・常陸風土記の丘等の再配置を進め、常設展示施設の拡充を行う。

対応力強化 観光・産業・

商業振興

観光客への対応力の向上 歴史ボランティアの会・八郷すてき旅案内

人の会との連携・支援
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

歴史文化を伝えるガイド団体に対し、情報提供や研修等の支援を行う。

整備・活用 文化財の整備 文化財の整備 文化財説明板の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財の所在地に説明板や案内板を整備する。

見学者用便益施設の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財が集中する箇所に見学者用トイレや駐車場等の便益施設を整備する。

周遊コースの整備と連動した観光プランの

拡充
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

登録文化財や景観重要建造物の周遊コースを整備し、それと連動した観光プランを設定・拡充す

る。

新しい整備・活用の提案 文化財を活用したユニークべニューの推進
継続 ◎ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○

神社・寺院や歴史的建造物のユニークべニューとしての活用の検討・推進や、情報提供を行う。

景観との整合 文化財の活用 歴史的建造物の活用
継続 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○

丁子屋（まち蔵藍）等の歴史的建造物の保存を図り、見学や使用が可能な施設として活用する。

景観計画と連動した整備・

保全、美観向上

住民参加型まちづくりファンド支援事業
継続 ★ ◎ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

歴史的建造物の修理及び非歴史的建造物の歴史的建造物と調和した修景へ補助を行う。

看板建築等の歴史的建造物が少しずつ

失われている

建造物などの

計画的な整備

と活用

歴史文化の特徴への理解を深

めるための総合的な調査・研

究の実施

計画的な資料の収集の実施

詳細が明らかでない文化財が多く存在

している

新指定の検討・文化財制度の

見直し

ふるさと歴史館・農村資料

室・常陸風土記の丘における

活動の充実

石岡の特徴ある歴史文化資源

の活用検討

地域の魅力向

上

看板建築等の歴史的建造物が少しずつ

失われている

詳細が明らかでない文化財が多く存在

している

個人・地域所蔵資料で把握できていな

いものが多い

見学者用の便益施設の設置が不十分

活用や情報発信が十分に進んでいない

措置の内容事業内容 措置

区分 事業主体

具体的な課題
措置の

カテゴリー
事業目的

事業期間 財源
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・

県

補

助

団

体

等

費

そ

の

他

⑤筑波山地と常陸国府が作り出した信仰空間

調査・研究 学術調査の実施 文化財の詳細調査

継続 　 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○

個人や地域で実施している行事で詳細調査が必要なものについて、計画的に調査を行う。

収集 資料の収集・記録化 民間所在資料の保護と支援
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

個人や地域で所蔵する民間所在資料について把握を進め、資料の保護に対し技術的支援を行う。

保存・管理 無形の民俗文化財の記録 無形の民俗文化財の映像記録作成等
継続 ○ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○

無形の民俗文化財の映像等による記録を計画的に作成する。

新規文化財指定の検討 新指定文化財検討・調査・指定推進
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

詳細調査を行った行事等について、文化財指定に向けた検討・調査を行い、指定を推進する。

中心となる規模の展示施設がない 展示・公開・

講座開催

展示活動の充実 常設展示施設の拡充

新規 ★ △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

ふるさと歴史館・常陸風土記の丘等の再配置を進め、常設展示施設の拡充を行う。

対応力強化 観光・産業・

商業振興

観光客への対応力の向上 歴史ボランティアの会・八郷すてき旅案内

人の会との連携・支援
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

歴史文化を伝えるガイド団体に対し、情報提供や研修等の支援を行う。

整備・活用 文化財の整備 文化財の整備 文化財説明板の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財の所在地に説明板や案内板を整備する。

見学者用便益施設の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財が集中する箇所に見学者用トイレや駐車場等の便益施設を整備する。

周遊コースの整備と連動した観光プランの

拡充
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財の周遊コースを整備し、それと連動した観光プランを設定・拡充する。

新しい整備・活用の提案 文化財を活用したユニークべニューの推進
継続 ◎ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○

神社・寺院や歴史的建造物のユニークべニューとしての活用の検討・推進や、情報提供を行う。

継承 文化財の継承への助力 民俗芸能や祭礼伝承者、保護団体への支援
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

無形の民俗文化財の保護団体等が行う公開及び保存継承事業に対して支援を行う。所有者・管理者・継承者・伝

承者の育成、負担軽減

存続が難しくなりつつある行事が増え

ている

個人・地域で実施している行事につい

て詳細の明らかでないものが多い

歴史文化の特徴への理解を深

めるための総合的な調査・研

究の実施

措置の内容

個人・地域所蔵資料で把握できていな

いものが多い

計画的な資料の収集の実施

詳細が明らかでない文化財が多く存在

している

新指定の検討・文化財制度の

見直し

ふるさと歴史館・農村資料

室・常陸風土記の丘における

活動の充実

見学者用の便益施設の設置が不十分

活用や情報発信が十分に進んでいない

地域の魅力向

上

存続が難しくなりつつある行事が増え

ている

文化財の計画的な保全・修理

事業内容 措置

区分 事業主体

具体的な課題
措置の

カテゴリー
事業目的

事業期間 財源
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⑥獅子・山車・ささらの祭り

調査・研究 学術調査の実施 文化財の詳細調査

継続 　 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○

各祭礼行事の調査・研究を計画的に行う。

祭礼時以外に見学することができない 展示・公開・

講座開催

展示活動の充実 常設展示施設の拡充

新規 ★ △ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

ふるさと歴史館・常陸風土記の丘等の再配置を進め、祭礼等に関する展示の拡充を行います。

収蔵資料の情報発信 市報・HP・SNSでの発信
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

各祭礼について、多様な媒体を活用し、情報発信する。

地域の魅力向

上

観光・産業・

商業振興

ブランド力強化 市内おまつりの情報・動画の発信
継続 △ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○ ○

各祭礼の情報・動画についてHP等で発信・公開する。

保存・管理 無形の民俗文化財の記録 無形の民俗文化財の映像記録作成等
継続 ○ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○

柿岡の祇園祭り等、無形の民俗文化財の映像等による記録を計画的に作成する。

継承 民俗芸能や祭礼伝承者、保護団体への支援
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

無形の民俗文化財の保護団体等が行う公開及び保存継承事業に対して支援を行う。

無形の民俗文化財の映像記録（後継者育成

編）の作成
継続 ★ ○ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○

柿岡の祇園祭り等、無形の民俗文化財の後継者育成用の映像記録を計画的に作成する。

文化財継承への助力

文化財の計画的な保全・修理

歴史文化の特徴への理解を深

めるための総合的な調査・研

究の実施

情報発信

存続が難しくなりつつある行事が増え

ている

各祭礼の詳細な調査や研究が行われて

いない

ふるさと歴史館・農村資料

室・常陸風土記の丘における

活動の充実

情報公開・発信の推進各祭礼の情報や魅力発信が不十分

所有者・管理者・継承者・伝

承者の育成、負担軽減

措置の内容事業内容 措置

区分 事業主体

具体的な課題
措置の

カテゴリー
事業目的

事業期間 財源
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⑦茅葺き民家と里山景観

調査・研究 学術調査の実施 文化財の詳細調査

継続 　 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○

茅葺き民家等、詳細調査が必要な建造物等について、計画的に調査を行う。

収集 資料の収集・記録化 民間所在資料の保護と支援
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

個人や地域で所蔵する民間所在資料について把握を進め、資料の保護に対し技術的支援を行う。

保存・管理 建造物の管理 市所有指定建造物の修理
継続 △ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○

市所有の茅葺き民家「筑波大学八郷・茅葺き研究拠点」の修理を行う。

新規文化財指定の検討 新指定文化財検討・調査・指定推進
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

詳細調査を行った茅葺き民家等について、文化財指定や景観重要建造物指定に向けた検討・調査

を行い、指定を推進する。

国登録文化財検討・調査・登録推進
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

未指定文化財のうち特に重要なものについて、文化財登録に向けた検討・調査を行い、登録を推

進する。

文化財の再発

見

景観の調査 歴史的景観の調査
継続 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○

茅葺き民家等の実測調査や活用に関する調査・研究を行う。

展示・公開・

講座開催

学習活動の充実 体験学習講座の開催

新規 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

里山をいかした生業を題材とした体験学習講座を開催する。

収蔵資料の情報発信 市報・HP・SNSでの発信
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

茅葺き民家や里山景観、里山をいかした生業等について、多様な媒体を活用し、情報発信する。

観光・産業・

商業振興

ブランド力強化 文化財映像・動画の発信
継続 △ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○ ○

茅葺き民家や里山景観、里山をいかした生業等の情報・動画についてHP等で発信・公開する。

対応力強化 観光客への対応力の向上 歴史ボランティアの会・八郷すてき旅案内

人の会との連携・支援
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

歴史文化を伝えるガイド団体に対し、情報提供や研修等の支援を行う。

整備・活用 文化財の整備 文化財の整備 文化財説明板の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財の所在地に説明板や案内板を整備する。

見学者用便益施設の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財が集中する箇所に見学者用トイレや駐車場等の便益施設を整備する。

周遊コースの整備と連動した観光プランの

拡充
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

茅葺き民家等の周遊コースを整備し、それと連動した観光プランを設定・拡充する。

新しい整備・活用の提案 文化財を活用したユニークべニューの推進
継続 ◎ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○

茅葺き民家等のユニークべニューとしての活用の検討・推進や、情報提供を行う。

景観との整合 文化財の活用 歴史的建造物の活用
継続 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○

筑波大学八郷・茅葺き研究拠点等の歴史的建造物の保存を図り、見学や使用が可能な施設として

活用する。

景観計画と連動した整備・

保全、美観向上

住民参加型まちづくりファンド支援事業
継続 ★ ◎ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

歴史的建造物の修理及び非歴史的建造物の歴史的建造物と調和した修景へ補助を行う。

継承 文化財の継承への助力 文化財修理（所有者・管理者）への補助
継続 ◎ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ ○

指定文化財の修理に対し、補助を行う。

茅葺き職人の育成
継続 △ ○ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○

茅葺き職人や技術の継承、保全に関するコーディネート人材の育成を行う。

茅葺き屋根の診断・修繕
継続 △ ○ ◎ ○ ■ ■ ■ ○

茅葺き屋根の診断・修繕計画の策定、修繕を行う。

茅場の維持・拡充
継続 ○ ○ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ○

茅場の維持・拡充に関する調査・研究や取組に対し、支援を行う。

継承 民俗芸能や祭礼伝承者、保護団体への支援
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

無形の民俗文化財の保護団体等が行う公開及び保存継承事業に対して支援を行う。

無形の民俗文化財の映像記録（後継者育成

編）の作成
継続 ★ ○ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○

柿岡の祇園祭り等、無形の民俗文化財の後継者育成用の映像記録を計画的に作成する。

詳細が明らかでない文化財が多く存在

している

歴史文化の特徴への理解を深

めるための総合的な調査・研

究の実施

個人・地域所蔵資料で把握できていな

いものが多い

計画的な資料の収集の実施

新指定の検討・文化財制度の

見直し

茅葺き民家等の歴史的建造物が少しず

つ失われている

文化財の計画的な保全・修理

措置の内容事業内容 措置

区分 事業主体

具体的な課題
措置の

カテゴリー
事業目的

事業期間 財源

情報公開・発信の推進

見学者用の便益施設の設置が不十分

活用や情報発信が十分に進んでいない

建造物などの

計画的な整備

と活用

所有者・管理者・継承者・伝

承者の育成、負担軽減

詳細が明らかでない文化財が多く存在

している

茅葺き民家等の歴史的建造物が少しず

つ失われている

情報発信

情報や魅力発信が不十分 ふるさと歴史館・農村資料

室・常陸風土記の丘における

活動の充実

石岡の特徴ある歴史文化資源

の活用検討

存続が難しくなりつつある行事が増え

ている

所有者・管理者・継承者・伝

承者の育成、負担軽減

文化財継承への助力

看板建築等の歴史的建造物が少しずつ

失われている

地域の魅力向

上
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⑧地域を育む水、恋瀬川

調査・研究 学術調査の実施 文化財の詳細調査

継続 　 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○

詳細調査が必要な文化財について、計画的に調査を行う。

収集 資料の収集・記録化 民間所在資料の保護と支援
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

個人や地域で所蔵する民間所在資料について把握を進め、資料の保護に対し技術的支援を行う。

保存・管理 新規文化財指定の検討 新指定文化財検討・調査・指定推進
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

詳細調査を行った文化財について、文化財指定に向けた検討・調査を行い、指定を推進する。

文化財の再発

見

景観の調査 歴史的景観の調査
継続 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○

歴史的建造物の実測調査や活用に関する調査・研究を行う。

対応力強化 観光・産業・

商業振興

観光客への対応力の向上 歴史ボランティアの会・八郷すてき旅案内

人の会との連携・支援
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

歴史文化を伝えるガイド団体に対し、情報提供や研修等の支援を行う。

整備・活用 文化財の整備 文化財の整備 文化財説明板の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財の所在地に説明板や案内板を整備する。

見学者用便益施設の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財が集中する箇所に見学者用トイレや駐車場等の便益施設を整備する。

周遊コースの整備と連動した観光プランの

拡充
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財の周遊コースを整備し、それと連動した観光プランを設定・拡充する。

新しい整備・活用の提案 文化財を活用したユニークべニューの推進
継続 ◎ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○

神社・寺院や歴史的建造物のユニークべニューとしての活用の検討・推進や、情報提供を行う。

文化財の活用 歴史的建造物の活用
継続 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○

歴史的建造物の保存を図り、見学や使用が可能な施設として活用する。

景観計画と連動した整備・

保全、美観向上

住民参加型まちづくりファンド支援事業
継続 ★ ◎ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

歴史的建造物の修理及び非歴史的建造物の歴史的建造物と調和した修景へ補助を行う。

民俗芸能や祭礼伝承者、保護団体への支援
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

無形の民俗文化財の保護団体等が行う公開及び保存継承事業に対して支援を行う。

無形の民俗文化財の映像記録（後継者育成

編）の作成
継続 ★ ○ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○

柿岡の祇園祭り等、無形の民俗文化財の後継者育成用の映像記録を計画的に作成する。

景観との整合

地域の魅力向

上

継承

歴史的建造物が少しずつ失われている 石岡の特徴ある歴史文化資源

の活用検討

見学者用の便益施設の設置が不十分

活用や情報発信が十分に進んでいない

歴史的建造物が少しずつ失われている 建造物などの

計画的な整備

と活用

存続が難しくなりつつある行事が増え

ている

詳細が明らかでない文化財が多く存在

している

歴史文化の特徴への理解を深

めるための総合的な調査・研

究の実施

個人・地域所蔵資料で把握できていな

いものが多い

計画的な資料の収集の実施

詳細が明らかでない文化財が多く存在

している

新指定の検討・文化財制度の

見直し

文化財継承への助力所有者・管理者・継承者・伝

承者の育成、負担軽減

財源

措置の内容

区分 事業主体 事業期間

具体的な課題
措置の

カテゴリー
事業目的 事業内容 措置
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A 常陸国府・府中宿保存活用区域

調査・研究 所在把握調査の継続 未指定文化財の把握

継続 　 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

区域に存在する文化財のうち、把握調査が不足している美術工芸品や民俗文化財等について把握

調査を行う。また、把握調査から一定の期間が経過した文化財（建造物、埋蔵文化財等）は再調

査を行う。

学術調査の実施 文化財の詳細調査

継続 　 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○

常陸国総社宮祭礼の行事等、詳細調査が必要な文化財について、計画的に調査を行う。

収集 資料の収集・記録化 民間所在資料の保護と支援
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

個人や地域で所蔵する民間所在資料について把握を進め、資料の保護に対し技術的支援を行う。

保存・管理 史跡保存活用計画の策定
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

史跡常陸国府跡の保存活用計画の策定を進める。

史跡の公有地化
継続 ★ ○ ◎ △ △ ■ ■ ■ ○ ○

史跡常陸国分寺跡の指定地内の土地について、計画的に公有地化を進める。

新規文化財指定の検討 新指定文化財検討・調査・指定推進
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

詳細調査を行った文化財について、文化財指定や景観重要建造物指定に向けた検討・調査を行

い、指定を推進する。

対応力強化 地域の魅力向

上

観光・産業・

商業振興

観光客への対応力の向上 歴史ボランティアの会・八郷すてき旅案内

人の会との連携・支援
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

歴史文化を伝えるガイド団体に対し、情報提供や研修等の支援を行う。

整備・活用 文化財の整備 文化財の整備 文化財説明板の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

区域内の文化財の所在地に説明板や案内板を整備する。

見学者用便益施設の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

区域内の文化財が集中する箇所に見学者用トイレや駐車場等の便益施設を整備する。

周遊コースの整備と連動した観光プランの

拡充
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

区域内の文化財の周遊コースを整備し、それと連動した観光プランを設定・拡充する。

新しい整備・活用の提案 文化財を活用したユニークべニューの推進
継続 ◎ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○

神社・寺院や歴史的建造物のユニークべニューとしての活用の検討・推進や、情報提供を行う。

文化財の再発

見

景観の調査 歴史的景観の調査
継続 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○

歴史的建造物の実測調査や活用に関する調査・研究を行う。

地域の魅力向

上

文化財の活用 歴史的建造物の活用
継続 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○

丁子屋（まち蔵藍）等の歴史的建造物の保存を図り、見学や使用が可能な施設として活用する。

景観計画と連動した整備・

保全，美観向上

住民参加型まちづくりファンド支援事業
継続 ★ ◎ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

歴史的建造物の修理及び非歴史的建造物の歴史的建造物と調和した修景へ補助を行う。

継承 文化財継承への助力 民俗芸能や祭礼伝承者、保護団体への支援
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

無形の民俗文化財の保護団体等が行う公開及び保存継承事業に対して支援を行う。

史跡の保全

把握できていない文化財がある 歴史文化の特徴への理解を深

めるための総合的な調査・研

究の実施

詳細が明らかでない文化財が多く存在

している

常陸国総社宮例大祭の調査が未実施

個人・地域所蔵資料で把握できていな

いものが多い

計画的な資料の収集の実施

存続が難しくなりつつある行事が増え

ている

所有者・管理者・継承者・伝

承者の育成、負担軽減

景観との整合

整備や情報発信が不十分 文化財の計画的な保全

看板建築等の歴史的建造物が少しずつ

失われている

石岡の特徴ある歴史文化資源

の活用検討

見学者用の便益施設の設置が不十分

整備や情報発信が十分に進んでいない

詳細が明らかでない文化財が多く存在

している

新指定の検討・文化財制度の

見直し

建造物などの

計画的な整備

と活用

財源

具体的な課題
措置の

カテゴリー
事業目的 事業内容 措置

区分 事業主体 事業期間

措置の内容
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B 恋瀬川源流域の里山景観保存活用区域

調査・研究 学術調査の実施 文化財の詳細調査

継続 　 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○

茅葺き民家等、詳細調査が必要な建造物等について、計画的に調査を行う。

収集 資料の収集・記録化 民間所在資料の保護と支援
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

個人や地域で所蔵する民間所在資料について把握を進め、資料の保護に対し技術的支援を行う。

保存・管理 建造物の管理 市所有指定建造物の修理
継続 △ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○

市所有の茅葺き民家「筑波大学八郷・茅葺き研究拠点」の修理を行う。

新規文化財指定の検討 新指定文化財検討・調査・指定推進
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

詳細調査を行った茅葺き民家等について、文化財指定や景観重要建造物指定に向けた検討・調査

を行い、指定を推進する。

国登録文化財検討・調査・登録推進
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

未指定文化財のうち特に重要なものについて、文化財登録に向けた検討・調査を行い、登録を推

進する。

文化財の再発

見

景観の調査 歴史的景観の調査
継続 ○ ◎ ○ ◎ ■ ■ ■ ○ ○

茅葺き民家等の実測調査や活用に関する調査・研究を行う。

展示・公開・

講座開催

学習活動の充実 体験学習講座の開催

新規 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

里山をいかした生業を題材とした体験学習講座を開催する。

収蔵資料の情報発信 市報・HP・SNSでの発信
継続 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○

茅葺き民家や里山景観、里山をいかした生業等について、多様な媒体を活用し、情報発信する。

地域の魅力向

上

観光・産業・

商業振興

ブランド力強化 文化財映像・動画の発信
継続 △ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○ ○

茅葺き民家や里山景観、里山をいかした生業等の情報・動画についてHP等で発信・公開する。

対応力強化 観光客への対応力の向上 歴史ボランティアの会・八郷すてき旅案内

人の会との連携・支援
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

歴史文化を伝えるガイド団体に対し、情報提供や研修等の支援を行う。

整備・活用 文化財の整備 文化財の整備 文化財説明板の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財の所在地に説明板や案内板を整備する。

見学者用便益施設の整備
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

構成文化財が集中する箇所に見学者用トイレや駐車場等の便益施設を整備する。

周遊コースの整備と連動した観光プランの

拡充
継続 ○ ◎ ◎ △ ■ ■ ■ ○

茅葺き民家等の周遊コースを整備し、それと連動した観光プランを設定・拡充する。

新しい整備・活用の提案 文化財を活用したユニークべニューの推進
継続 ◎ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○

茅葺き民家等のユニークべニューとしての活用の検討・推進や、情報提供を行う。

景観との整合 地域の魅力向

上

文化財の活用 歴史的建造物の活用
継続 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○

筑波大学八郷・茅葺き研究拠点等の歴史的建造物の保存を図り、見学や使用が可能な施設として

活用する。

景観計画と連動した整備・

保全、美観向上

住民参加型まちづくりファンド支援事業
継続 ★ ◎ ◎ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○

歴史的建造物の修理及び非歴史的建造物の歴史的建造物と調和した修景へ補助を行う。

継承 文化財修理（所有者・管理者）への補助
継続 ◎ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○ ○

指定文化財の修理に対し、補助を行う。

茅葺き職人の育成
継続 △ ○ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○

茅葺き職人や技術の継承、保全に関するコーディネート人材の育成を行う。

茅葺き屋根の診断・修繕
継続 △ ○ ◎ ○ ■ ■ ■ ○

茅葺き屋根の診断・修繕計画の策定、修繕を行う。

茅場の維持・拡充
継続 ○ ○ ◎ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ○

茅場の維持・拡充に関する調査・研究や取組に対し、支援を行う。

民俗芸能や祭礼伝承者、保護団体への支援
継続 ○ ◎ ○ △ ■ ■ ■ ○

無形の民俗文化財の保護団体等が行う公開及び保存継承事業に対して支援を行う。

建造物などの

計画的な整備

と活用

茅葺き民家等の歴史的建造物が少しず

つ失われている

石岡の特徴ある歴史文化資源

の活用検討

見学者用の便益施設の設置が不十分

活用や情報発信が十分に進んでいない

詳細が明らかでない文化財が多く存在

している

情報や魅力発信が不十分 ふるさと歴史館・農村資料

室・常陸風土記の丘における

活動の充実

情報発信

情報公開・発信の推進

措置の内容

財源事業期間

詳細が明らかでない文化財が多く存在

している

歴史文化の特徴への理解を深

めるための総合的な調査・研

究の実施

区分

存続が難しくなりつつある行事が増え

ている

所有者・管理者・継承者・伝

承者の育成、負担軽減

文化財の継承への助力

具体的な課題
措置の

カテゴリー
事業目的 事業内容 措置

事業主体

個人・地域所蔵資料で把握できていな

いものが多い

計画的な資料の収集の実施

茅葺き民家等の歴史的建造物が少しず

つ失われている

文化財の計画的な保全・修理

新指定の検討・文化財制度の

見直し


